
（別記４）

ばれいしょでん粉工場等再編合理化事業

第１ 事業の概要

本事業は、国内産のばれいしょでん粉及びかんしょでん粉（以下「国産いもでん粉」

という ）の持続的かつ安定的な供給体制を確立するため、国産いもでん粉工場のより。

効率的な加工体制を構築し、製造コストの削減等による競争力強化を図るための取組を

支援するものとする。

本事業においては、国産いもでん粉工場の再編合理化を促進するため、次に掲げるメ

ニューを実施できるものとする。この場合、事業実施主体においては、第８の２に定め

る国産いもでん粉工場再編合理化計画（以下「再編合理化計画」という ）を作成しな。

ければならない。

１ 国産いもでん粉工場の合理化

国産いもでん粉工場の廃止を伴う廃棄・撤去

２ 国産いもでん粉工場の体質強化

国産いもでん粉工場の処理能力の向上等に資する施設等の整備

第２ 事業の実施基準等

１ 事業実施主体が、自己資金若しくは他の助成により本事業を実施中であり、又は既

に終了しているものについては、本事業の補助の対象外とする。

２ 補助対象事業費は、本事業の実施地域の実情に即した適正な現地実行価格により算

定するものとし、施設等の整備の規模については、それぞれの目的に合致するもので

なければならないものとする。

また、事業費の積算等については 「補助事業の効率的な実施について （昭和55年、 」

４月19日付け55構改Ａ第503号農林水産省構造改善局長、農蚕園芸局長、畜産局長、

食品流通局長通知）及び「過大積算等の不当事態の防止について （昭和56年５月19」

日付け56経第897号農林水産省大臣官房長通知）によるものとする。

３ 第１の２の補助の対象となる施設等は原則として、新品又は新築によるものとし、

耐用年数がおおむね５年以上のものとする。ただし、既存の施設及び資材の有効利用

、 、並びに事業費の低減等の観点から 当該対策実施地域の実情に照らし適当な場合には

、 、 。増築又は併設 合体施行又は直営施行 古品又は古材の利用等を推進するものとする

なお、この場合の古品及び古材については、新資材との一体的な施行及び利用管理

を行う上での不都合のない適正な耐用年数を有するものとする。

また、既存施設等の代替として同種・同能力のものを再度導入すること（いわゆる

更新と見込まれる場合）については、補助の対象外とする。

４ 施設の附帯施設のみの整備は、交付の対象外とする。

５ 施設の整備に伴う用地の買収若しくは賃貸に要する経費又は補償費については、本

事業の補助の対象外とするものとする。

第３ 事業実施主体



実施要綱別表の事業実施主体の欄の廃棄施設協議会は、次の要件を全て満たすこと。

１ 再編合理化計画のうち、廃止を行う国産いもでん粉工場施設に係る市町村、農業協

同組合、農業者関係者等により構成されていること。

２ 本事業の事務手続を適正かつ効率的に行うため、協議会の代表者及び意思決定の方

法、事務・会計の処理方法及びその責任者、財産管理の方法、公印の管理・使用及び

その責任者、内部監査の方法等を明確にした協議会の運営等に係る規約（以下「廃止

協議会規約」という ）が定められていること。。

３ 廃止協議会規約において、一の手続につき複数の者が関与するなど事務手続に係る

不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されてい

ること。

第４ 採択要件

採択要件は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

１ 取組の内容が、第５の成果目標に沿っていること。

２ 取組の内容が本事業の趣旨に合致したものであること。

３ 整備を予定している施設等が、第５の成果目標の達成に直結するものであること。

第５ 成果目標及び目標年度

１ 実施要綱第４の政策統括官が別に定める成果目標は、次に掲げるとおりとする。

（１）再編後の製造コストを３％以上削減

（２）再編後の工場の稼働率が10％以上向上

２ 本事業の目標年度は、事業実施年度から３年以内とする。

第６ 補助対象施設の基準等

補助対象施設の基準等は、次のとおりとする。

１ 国産いもでん粉工場の合理化

（１）補助対象となる国産いもでん粉工場

補助対象となる国産いもでん粉工場は、再編合理化計画において、廃止の対象と

なっている国産いもでん粉工場（以下「廃止工場」という ）の原料の受入段階か。

ら製品の出荷段階までの製造施設・建物とする。

（２）補助対象経費

ア 施設等の廃棄・撤去

補助対象は、２の（２）のアからウに掲げる施設等の廃棄・撤去に要する経費

（他の国産いもでん粉工場への譲渡に係る経費を除く ）とする。。

なお、廃止工場の施設等を売却して得た対価（当該売却に係る経費を控除した

額をいい、再編合理化計画が作成されている場合にあっては、作成された日から

本事業に係る補助金の交付決定を受けた日までに売却して得た額を含む ）につ。

いては、これを補助対象経費から控除する。また、補助対象経費には、国産いも

でん粉工場の廃棄・撤去後の整地（舗装等を行っていない更地にする場合に限

る ）に係る経費も含めることができるものとする。。



イ 廃止工場の施設等の残余財産相当額の補てん

（ア）補助対象は、国産いもでん粉工場（取得年月が明らかであって、その取得価

額が単価20万円以上のものに限る ）を廃止する際に、２の（２）のアからウ。

に掲げる施設等について、耐用年数に応じて旧定率法又は定率法により減価償

却を行った場合の当該施設等の未償却分の残余財産相当額（以下「残余財産相

当額」という ）とする。ただし、耐用年数を超えている施設等は補助対象と。

しない。

（イ）個人において使用され、又は法人において本事業の用に供された中古資産に

ついては、当該中古資産が、当該国産いもでん粉工場において（ア）の耐用年

数以上に設定されている施設等であって、かつ （ア）の要件を満たすものに、

限り、補助対象とすることができる。

（ウ）補助対象経費の算出に当たっては、次の点に留意するものとする。

ａ （ア）又は（イ）の施設等（以下「対象施設等」という ）を取得した営。

業年度（廃止工場の営業年度又は事業年度等をいう ）における当該対象施。

設等の減価償却額は、当該対象施設等を取得した月にかかわらず、当該営業

年度の期首にこれを取得したものとみなして算出するものとする。

ｂ 廃止工場において、対象施設等と当該対象施設等について資本的支出に係

る部分とをそれぞれ個別の減価償却資産として財産管理台帳等に掲載し、そ

れぞれについて個別に減価償却を行っている場合にあっては、本体である当

該対象施設等が耐用年数を超えているときは、当該資本的支出に係る部分の

残余財産相当額については、補助対象としない。

ｃ 対象施設等について資本的支出がなされ、当該対象施設等が耐用年数の期

間内である場合には、当該対象施設等とその資本的支出に係る部分とをそれ

ぞれ個別の減価償却資産として区分し、それぞれについて（ア （イ）並び）、

に（ウ）のａ及びｂの規定に留意して補助対象経費を算出するものとする。

（エ）対象施設等を売却して得た対価については、これを補助対象経費から控除す

る。再編合理化計画が作成されている場合にあっては、作成された日から本事

業に係る補助金の交付決定を受けた日までに施設等を売却した場合であって、

当該施設等に係る対価が（ウ）のａの規定に準じて算出した残余財産相当額を

上回ったときは、その上回った額についても補助対象経費から控除するものと

する。

２ 国産いもでん粉工場の体質強化

（１）補助対象となる国産いもでん粉工場

補助対象となる国産いもでん粉工場は、再編合理化計画において、製造コストの

削減等に向けた効率的な加工体制等を構築するために施設等の整備を行うこととし

ている国産いもでん粉工場とする。

（２）補助対象経費

次に掲げる施設等の整備に要する経費とする。

ア 製造施設等

受入、洗浄、製造、計量、保管・貯蔵、搬送、排水・汚水処理、電気・動力、



制御、配管、給水、ボイラー、換気・空調、分析等に係る設備その他国産いもで

ん粉の製造に必要な設備の整備

イ 排水処理等施設

沈砂池、嫌気池、曝気池及び貯留池の整備

ウ 上屋等

製造施設等を覆うために必要な建築物、制御室（機械設備を集中的に管理運営

するための建築物）その他必要な建築物の整備

エ その他

製造施設等、排水処理等施設及び上屋等の整備に係る設計費及び諸経費

第７ 補助金の上限

本事業のうち第６の２に係る補助金の上限は、１事業実施計画当たり本事業により整

備されることで増強される年間原料処理能力１トンにつき220千円までとし、これを超

える部分については、交付対象外とする。ただし、ジャガイモシロシストセンチュウ汚

染ほ場等からの原料用いもを荷受けするために必要な設備の整備により荷受け量が増え

る場合も能力の増強とみなす。

第８ 事務手続

１ 事業実施計画書の作成

（１）実施要綱第５に基づく、ばれいしょでん粉工場等再編合理化事業における事業実

施計画書の作成及び申請は、別記様式１号により行うものとする。

（２）事業実施計画書の提出、承認等

ア 事業実施計画の作成主体は （１）により作成した事業実施計画に２で作成し、

、 （ 「 」 。）た再編合理化計画を添付し 農林水産省政策統括官 以下 政策統括官 という

に提出するものとする。

、 、イ 政策統括官は 別記様式３号により承認された事業実施計画の作成主体に対し

承認した旨を通知するものとし、承認されなかった事業実施計画の作成主体に対

しては承認しなかった旨を通知するものとする。

ただし、農林水産省生産局長又は政策統括官が別に定める公募要領により選定

された者が、当該公募要領により作成した事業実施計画に変更がない場合につい

ては、実施要綱第５の２の（４）の事業実施計画の承認を受けたものとみなす。

２ 再編合理化計画の作成

（１）再編合理化計画の趣旨

国産いもでん粉工場の製造施設等の再編合理化により効率的な加工体制を構築

し、製造コストの削減等による競争力の強化を図ることを旨とした計画とする。

（２）再編合理化計画書作成主体

再編合理化計画書は、再編合理化計画に参画する国産いもでん粉工場が共同で作

成するものとする。

（３）再編合理化計画書の作成

再編合理化計画書は別記様式２号により作成するものとし、目標年度は計画作成



年度から３年以内とする。

３ 費用対効果分析

本事業における費用対効果については、別記４－１｢ばれいしょでん粉工場等再編

合理化事業に係る費用対効果分析の実施手法｣により算出し、事業実施計画と併せて

政策統括官に提出するものとする。

４ 事業実施状況の報告

（１）事業実施主体は、本対策の実施初年度から目標年度までの間、毎年度、別記様式

４号により、本事業の実施状況を政策統括官に報告するものとする。

（２ （１）の報告を受けた政策統括官は、その内容について検討し、事業実施計画書）

に定められた成果目標の達成が立ち遅れていると判断される場合等には、当該事業

実施主体に対して改善の指導を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

５ 事業実施結果の評価

実施要綱第７に基づく事業の評価については、次に掲げる方法で実施するものとす

る。

（１）事業実施主体による事業評価

事業実施主体は、再編合理化計画の目標年度の翌年度において、再編合理化計画

に定められた目標年度の成果目標の達成状況について、自ら評価を行い、別記様式

５号により、その結果を目標年度の翌年度の７月末日までに、政策統括官に報告す

るものとする。

（２）政策統括官による事業評価

ア （１）により報告を受けた政策統括官は、事業評価の報告内容について、当該

事業評価が再編合理化計画に定めた方法で実施されているかに留意し、その報告

内容を評価するものとする。なお、評価結果は、外部の有識者で構成される委員

会に諮るものとし、当該委員会の意見を踏まえ、最終的な評価結果をとりまとめ

るものとする。

また、評価に当たっては、必要に応じて事業実施計画書等との整合等を確認す

るものとする。

イ 政策統括官は、アの評価の結果、再編合理化計画に定められた方法で事業評価

が実施されていない場合には、事業実施主体に対し、再度評価を実施するよう指

導するものとする。

ウ イにより政策統括官から指導を受けた事業実施主体は、指導に基づき事業評価

を実施し、速やかに政策統括官に報告するものとする。

（３）評価結果に基づく指導等

政策統括官は （２）による事業評価を実施した結果、事業実施計画に掲げた成、

果目標が達成されていない場合等、当初の事業実施計画に従って適正かつ効率的に

運用が行われていないと判断される場合には、事業実施主体に対し、必要な改善措

置を指導し、別記様式６号に定める改善計画を作成させるものとする。この場合に

おいて、事業実施主体は、更に１年間目標年度を延長し、再度（１）の事業評価の

実施及び報告を行うものとする。

（４）その他



政策統括官は、原則として、事業評価を行った年度に、その結果を公表するもの

とする。

６ 実施要綱第５の１の（２）の計画の重要な変更は、次に掲げるものとする。

（１）事業の中止又は廃止

（２）事業実施主体の変更

（３）施設及び設備の変更

（４）事業費の３割を超える増減

第９ 補助金の返還

国は、本事業において導入した施設が事業実施計画に従って適切かつ効率的に利用さ

れていないと判断され、これに正当な理由がなく、かつ、改善の見込みがないと認めら

れる場合にあっては、既に交付された補助金の一部又は全部の返還を求めることができ

るものとする。



（別記４－１）

ばれいしょでん粉工場等再編合理化事業に係る費用対効果分析の実施手法

第１ 趣旨

ばれいしょでん粉工場等再編合理化事業に係る費用対効果分析の実施に当たっては、第２

から第４までに定める手法により行うものとする。

第２ 費用対効果の算定方法

１ 費用対効果の算定は、原則として、次式により行うものとする。

投資効率＝妥当投資額÷総事業費

２ 妥当投資額の算定は、次の（１）から（４）までにより行うものとする。

（１）妥当投資額は、次式により算定するものとする。施設等の整備に伴う既存施設等の廃用

による損失額 以下 廃用損失額 という がある場合には 当該廃用損失額を控除する（ 「 」 。） 、

ことにより妥当投資額を算出するものとする。

妥当投資額＝年総効果額÷還元率－廃用損失額

（２）妥当投資額の算定に用いる年総効果額は、第３に掲げる効果項目ごとの年効果額を合算

して算定するものとする。

（３）妥当投資額の算定に用いる還元率は、次式により算定するものとする。

還元率＝｛ｉ×（１＋ｉ） ｝÷｛ １＋ｉ） －１ （別表１参照）ｎ ｎ（ ｝

ｉ＝割引率＝０．０４

ｎ＝総合耐用年数＝事業費合計額÷施設等別年事業費の合計額

ただし、施設等別年事業費＝施設等別事業費÷当該施設等耐用年数

この場合において 当該施設等耐用年数は 財務省令及び交付規則別表に定めるところに、 、

よる。

（４）算定の基礎とする数値は、事業実施計画書（別記様式１号）の内容と整合性のとれたも

のでなければならない。

３ 総事業費は、効果の発生に係る施設等の合理化・体質強化のための廃棄及び整備の投下資

金の総額とする。

第３ 投資効率の算定に用いる年効果額等

投資効率の算出に用いる年効果額等の算定は、次により行うものとする。

１ 国産いもでん粉製造の合理化・体質強化に係る効果

（１）効果の内容

国産いもでん粉製造の合理化・体質強化に係る効果は、次のア及びイに掲げる効果をい

う。

ア 製造コスト削減効果

当該施設等の合理化・体質強化を通じ、工場の稼働率等が向上し、製造コストが削減

する効果

イ 設備維持管理コスト削減効果

老朽化した旧設備を合理化・体質強化することにより、修繕費等の設備の維持管理コ

ストが削減される効果

（２）算出方法

国産いもでん粉製造の向上に係る効果の年効果額は、次のア、イ及び(３)により算定す

る年効果額の合計額とする。

ア 製造コスト削減効果

現在の国産いもでん粉の年間１トン当たり製造コストと体質強化後の年間１トン当た



り製造コストの差とする。

イ 施設維持管理コスト削減効果

現状の施設の維持管理に係る年経費と整備後の施設の維持管理に係る年経費との差と

する。

（３）その他の効果

（１）に掲げる効果以外の効果について、その発生が明らかであり、かつ、算定が可能

な場合に、効果の内容、算出方法等につき事業承認者が適当と認めるときは、当該効果に

ついて年効果額を算定することができる（様式は任意とする 。）

２ その他の効果

１に掲げる効果以外の効果について、その発生が明らかであり、かつ、算定が可能な場合

に、効果の内容、算出方法等につき事業承認者が適当と認めるときは、当該効果について年

効果額を算定することができる（様式は任意とする 。）

第４ 費用対効果（投資効率）算定の様式

費用対効果（投資効率）算定に当たっては、第２及び第３に定めるところに従い、別紙様

式により行うものとする。

別表１

還元率一覧表

ｎ 還元率 ｎ 還元率

５ ０．２２４６ ３３ ０．０５５１

６ ０．１９０８ ３４ ０．０５４３

７ ０．１６６６ ３５ ０．０５３６

８ ０．１４８５ ３６ ０．０５２９

９ ０．１３４５ ３７ ０．０５２２

１０ ０．１２３３ ３８ ０．０５１６

１１ ０．１１４２ ３９ ０．０５１１

１２ ０．１０６６ ４０ ０．０５０５

１３ ０．１００１ ４１ ０．０５００

１４ ０．０９４７ ４２ ０．０４９５

１５ ０．０８９９ ４３ ０．０４９１

１６ ０．０８５８ ４４ ０．０４８７

１７ ０．０８２２ ４５ ０．０４８３

１８ ０．０７９０ ４６ ０．０４７９

１９ ０．０７６１ ４７ ０．０４７５

２０ ０．０７３６ ４８ ０．０４７２

２１ ０．０７１３ ４９ ０．０４６９

２２ ０．０６９２ ５０ ０．０４６６

２３ ０．０６７３ ５１ ０．０４６３

２４ ０．０６５６ ５２ ０．０４６０

２５ ０．０６４０ ５３ ０．０４５７

２６ ０．０６２６ ５４ ０．０４５５

２７ ０．０６１２ ５５ ０．０４５２

２８ ０．０６００ ６０ ０．０４４２

２９ ０．０５８９ ８０ ０．０４１８

３０ ０．０５７８ ９０ ０．０４１２

３１ ０．０５６９ １００ ０．０４０８

３２ ０．０５５９


